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 資料 11-2 

 

泡消火設備の総合点検方法の見直し 

 

 （１）現状と課題 

    【現状】 

     ・１年に１回、泡放射を行い、発泡倍率、混合率等が、設計図書に基づく

範囲内であることを確認することとされている。 

      ただし、PFOS 又はその塩を含有する消火薬剤を使用する泡消火設備であ

って、消火薬剤の機能を維持するための措置（設置・新規交換から 10 年

が経過した後は、３年ごとに消火薬剤のサンプリング検査を実施）が講じ

られている場合は、泡放射を行うことなく、当該措置が講じられているこ

とを確認することで分布等の点検項目を確認したものとみなすことができ

ることとされている。  

＜点検基準※１＞ 

２ 総合点検 

 （１）固定式の泡消火設備 

   ア ポンプ方式 

        (ウ)分布等 

          a 低発泡を用いるもの 

            全放射区画数の 20％以上の数の区画において水により放射を行

い、分布及び放射圧力が適正であるとともに、当該放射区画のうち、

加圧送水装置から最遠の区画において泡放射を行い、混合率及び発

泡倍率が適正であること。ただし、ペルフルオロ(オクタン―1―ス

ルホン酸)又はその塩を含有する消火薬剤を使用する泡消火設備で

あって、消火薬剤の機能を維持するための措置が講じられている場

合はこの限りでない｡ 

      イ 高架水槽方式及び圧力水槽方式(ウ)分布等 

a 低発泡を用いるもの 

全放射区画数の 20％以上の数の区画において水により放射を行

い、分布及び放射圧力が適正であるとともに、当該放射区画のうち、

加圧送水装置から最遠の区画において泡放射を行い、混合率及び発

泡倍率が適正であること。ただし、ペルフルオロ(オクタン―1―ス

ルホン酸)又はその塩を含有する消火薬剤を使用する泡消火設備で

あって、消火薬剤の機能を維持するための措置が講じられている場

合はこの限りでない。 

 

＜点検要領※２＞ 

２ 機器点検 

点検項目 点検方法（留意事項は※で示す。） 判定方法 

固

定

式

の

泡

消

火

設

備 

一斉開

放弁 

非常電源に切り替えた状態で、手動式起動

操作部又は自動式起動装置の作動により

確認する。 

(1) 発泡倍率、放射圧力、混合率は、次に

より確認すること。 

別添１の「泡消火設備発泡倍率及び 25%

還元時間測定方法」の発泡倍率測定方法に

従って、発泡倍率を測定するとともに当該

測定により採取された水溶液を用いて糖

ア 分布、放

射圧力、発泡

倍率、混合率

等は、設計図

書に基づく

範囲内であ

ること。 

イ放射圧力

が 規 定 の
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度計法、比色計法又は電気抵抗法により混

合率（希釈容量濃度）を測定する。 

 

※病院等で非常電源に切り替えて点検す

ることが短時間であっても困難な場合

は、常用電源で点検することができるも

のとする。 

※ペルフルオロ（オクタン－1－スルホン

酸）又はその塩を含有する消火薬剤を使

用する泡消火設備であって、消火薬剤の

機能を維持するための措置が講じられ

ている場合は、非常電源に切り替えた状

態で、一斉開放弁の二次側の止水弁を閉

止するとともに排水弁を開放し、手動起

動操作部又は自動式起動装置の作動に

より確認することができるものとする。

この場合において、消火薬剤の機能を維

持するための措置とは、別添２に示す措

置をいい、当該措置が講じられているこ

とを確認することで分布等の点検項目

を確認したものとみなすことができる

こと。 

圧 力 範 囲

で あ る こ

と。 

 

別添２ 消火薬剤の機能を維持するための措置 

「消火薬剤の機能を維持するための措置」とは、次のいずれかの措置が講じ

られていることをいう。 

①設置されている消火薬剤が基準年から起算して 10 年（合成界面活性剤泡

消火薬剤にあっては 15 年）以内であること。この場合において、基準年

は泡消火設備を設置した年、消火薬剤を製造した年又は消火薬剤を現在の

ものに全量交換した年とし、継ぎ足しにより補充した年ではないこと。 

②総合点検等により実際に泡放射を行い、消火薬剤の機能を確認してから３

年以内であること。 

③消火薬剤貯蔵槽から消火薬剤の一部をサンプリングし、「比重」、「粘度」、

「水素イオン濃度」、「沈殿量」、「膨張率」、「25％還元時間」、「その他薬剤

種類ごとの項目」を検査することによって、消火薬剤の機能を確認してか

ら３年以内であること。 

 

 

 

    【課題】 
     ・PFOS とその塩に続き、PFOA とその塩及び関連物質についても、第一種

特定化学物質に指定され、環境規制の対象となる見込みとなっている。 

     ・また、POPs 条約（ストックホルム条約）に係る残留性有機汚染物質検討

委員会（POPRC）では、PFHxS の取り扱いについても議論がなされている

ところであり、今後、PFOS や PFOA 以外のフッ素化合物が規制対象物質

の対象として追加されていくことも考えられる。 
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（２）解決の方向性 
・平成 22 年の PFOS 含有泡消火薬剤に係る点検基準の見直しを参考に、フッ 

素化合物全般※５について、泡放射を行うことなく、消火薬剤の正常の定期 

的な分析（サンプリング検査）等の措置により分布等の点検項目を確認す 

る方法を策定する。 

  

 ※５ 検討の結果、フッ素化合物の含有の有無によって差が認められない

場合は、全ての泡消火薬剤を対象とする点検方法を策定する。 

 
（３）具体的な方法 

ア 経年による泡消火薬剤の性状の変化 

・日本消防設備安全センター及び消火装置工業会において、「水成膜泡消火

薬剤」「たんぱく泡消火薬剤」「合成界面活性泡消火薬剤」の３つについ

て、PFOA 等の含有の有無別に、消火薬剤の性状の変化について分析した。 

・具体的には、加速経年劣化試験（別添１）を実施することで、10～15 年相

当経過後の泡消火薬剤について、泡消火薬剤に係る規格省令に規定されて

いる性能が維持されるか否かを確認した。 

・その結果、次の①及び②を除き※６、フッ素化合物の含有や泡消火薬剤の種

別にかかわらず、当該性能が維持されることが確認された。 

 ①一部の泡消火薬剤の pH 上昇 

②たんぱくの沈殿 
 

     ※６ ①及び②については、フッ素化合物の含有にかかわらず確認され

た。また、②については、たんぱく泡消火薬剤で確認された。 

 

イ 考察 
    ・①について 

加速経年劣化試験のために加熱されたことにより、添加されている pH 

緩衝剤や界面活性剤の化学的性質が変化したために pH が変化したものと 

考えられ、経年劣化によるものではないと考えられる。 

    ・②について 

       たんぱく泡消火薬剤については、加速経年劣化試験のために加熱された

ことにより、たんぱく質が凝固し、沈殿したものであり、経年劣化による

ものではないと考えられる。 

 
ウ まとめ（今後要精査） 

・フッ素化合物の含有や泡消火薬剤の種別にかかわらず、消火薬剤の機能を

維持するための措置（設置・新規交換から 15 年が経過した後は、３年ご

とに消火薬剤のサンプリング検査を実施）が講じられている場合は、泡放

射を行うことなく、当該措置が講じられていることを確認することで分布

等の点検項目を確認したものとみなすことができるもの（PFOS 含有泡消火

薬剤に準じた取扱い）としても、経年劣化のリスクを十分に低減可能であ

ると考えるが、引き続き今後の加速経年劣化試験の結果を踏まえ、検討し

ていくこととする。 
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（４）その他 

    ア 設置時の検査（消防法第 17 条の３の２に基づく検査）について 
・ 泡消火設備を新規に設置したときの試験基準においても、泡消火薬剤を 

 放出して放射性能を検査することとなっているが、新規設置時において 

は、泡消火薬剤は規格省令上の性能を満たしていると考えられることか 

ら、泡消火薬剤ではなく水を放射することにより性能を検証する試験基準 

とする。 

 

※泡消火薬剤のプレミックスの取り扱いについては参考資料 11-２のとおり。 

 

   イ 特定駐車場用泡消火設備の点検基準について 
    ・ 同設備については、現状の基準において、泡消火薬剤を外部環境へ放出

せずに点検可能であることから、同設備の点検基準等を改正する必要はな

いと考えられる。 

 


